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平成１７年（行ケ）第１０６０１号 審決取消請求事件

平成１８年４月２６日口頭弁論終結

判 決

原 告 エルジー電子株式会社

訴訟代理人弁理士 小野達己

被 告 特許庁長官 中嶋誠

指定代理人 前川慎喜，末政清滋，立川功，青木博文

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は，原告の負担とする。

この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。

事実及び理由

第１ 原告の求めた裁判

「特許庁が不服２００３－１５５８号事件について平成１７年３月２２日にした

審決を取り消す 」との判決。。

第２ 事案の概要

本判決においては，書証等を引用する場合を含め，公用文の用字用語例に従って表記を変えた部

分がある。

本件は，原告が，本願発明の特許出願をしたところ，拒絶査定を受け，これを不

服として審判請求をしたが，審判請求は成り立たないとの審決がされたため，同審

決の取消しを求めた事案である。

１ 特許庁における手続の経緯
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(1) 本願発明（甲８）

出願人：エルジー電子株式会社（原告）

発明の名称： 投射レンズ系」「

出願番号：特願２０００－２２６７２０号

出願日（国際出願 ：平成１２年７月２７日（パリ条約による優先権主張：平）

成１１年７月３１日，同年１１月１７日，韓国）

手続補正日：平成１４年９月４日（補正の対象は特許請求の範囲のみ。甲６）

(2) 本件手続

拒絶査定日：平成１４年１０月１日付け

手続補正日：平成１５年１月２７日 補正の対象は特許請求の範囲のみ 以下 本（ 。 「

願補正」という。甲７）

審判請求日：平成１５年１月２７日（不服２００３－１５５８号）

審決日：平成１７年３月２２日

審決の結論： 本件審判の請求は，成り立たない 」「 。

（ 。 ）審決謄本送達日：平成１７年４月５日 原告に対し 出訴期間として９０日付加

２ 本願発明の要旨

(1) 本願補正後の請求項１に係る発明（以下「本願補正発明」という ）。

【請求項１】複数の屈折レンズからなる投射レンズ系において，前記複数の屈折レ

ンズのうち，前記投射レンズ系全体の屈折力の大部分を担当する第１屈折レンズに

隣接する第２屈折レンズの非球面上に，前記第１屈折レンズの屈折力を分担する機

能を有するとともに，前記第２屈折レンズとは色に対する分散特性が相反し，かつ

光軸からの高さに比例して非球面位相量が減少する回折光学素子を形成したことを

特徴とする投射レンズ系。

(2) 平成１４年９月４日付け手続補正後で，本願補正前の請求項１に係る発明

（以下「本願発明」という ）。

【請求項１】複数の屈折レンズからなる投射レンズ系において，前記屈折レンズの
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中の少なくとも１つは非球面上に回折光学素子が形成されたことを特徴とする投射

レンズ系。

３ 審決の要点

審決は，本願補正発明は，刊行物１，２に記載された発明に基づいて，当業者が

容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特

許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとして，本願補正を却

下した上で，本願発明についても，刊行物１，２に基づき，当業者が容易に発明を

することができたものであるから，同項の規定により特許を受けることができない

とした。

(1) 本願補正発明について

審決は，本願補正は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するが，特

， ，許出願の際独立して特許を受けることができるものではないとして 以下のとおり

本願補正を却下した。

ア 引用刊行物

(ｱ) 特開昭５５－１２４１１４号公報（以下「刊行物１」という。本訴甲２）

(ｲ) 特開平６－３３１８８７号公報（以下「刊行物２」という。本訴甲３）

(ｳ) 特開平６－３３１８９８号公報（以下「刊行物３」という。本訴甲４）

イ 刊行物１に記載された発明（以下「刊行物１発明」という ）。

「像側の端から順に３つの組Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３を有するレンズであって，Ｇ１は，１つの平

面と１つの非球面を有し，開口に依存する収差を修正する素子Ｌ１より成り，Ｇ２は，レンズ

全体の正の光学的パワーのほぼ全部を提供する素子Ｌ２よりなる投影レンズ 」。

ウ 刊行物１発明と本願補正発明の対比

(ｱ) 一致点

「複数の屈折レンズからなる投射レンズ系において，前記複数の屈折レンズのうち，前記投

射レンズ系全体の屈折力の大部分を担当する第１屈折レンズと，隣接する第２屈折レンズとを

有する投射レンズ系 」。
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(ｲ) 相違点

「本願補正発明が，第２屈折レンズの非球面上に，

Ｉ．第１屈折レンズの屈折力を分担する機能を有するとともに，

II．第２屈折レンズとは色に対する分散特性が相反し，

III．かつ光軸からの高さに比例して非球面位相量が減少する

回折光学素子を形成したのに対し，刊行物１発明の第２屈折レンズの非球面上には，回折光学

素子が形成されていない点 」。

エ 相違点についての判断

「刊行物２には，色収差の補正のために，レンズ面に光軸を中心とする同心円状の輪帯面を

階段状に形成して回折作用を持たせる点について記載されており，刊行物２に記載された発明

（以下「刊行物２発明」という ）における回折素子面が「レンズとは色に対する分散特性が。

相反し」ていることは明らかである（上記 II．に対応 。また 「光軸からの高さに比例して非） ，

球面位相量が減少する回折光学素子」である点については，明細書の記載を参酌してもその意

図するところが明確に把握できないところ，審判請求人代理人が提出した平成１７年２月８日

付けＦＡＸによると 「光軸からの高さに比例して非球面位相量が減少する回折光学素子」と，

は，回折光学素子の溝（溝１，２，３…）を通過するそれぞれの光波の位相が光軸からの高さ

ｙの増加につれて１波長づつ遅れることを意味するものと解することができる。そして，刊行

物２発明も，回折素子面を，輪帯毎の光路長差が一波長分となるよう形成しており，結局，刊

「 」行物２発明の回折素子面も 光軸からの高さに比例して非球面位相量が減少する回折光学素子

であるといえる（上記 III.に対応 。さらに，上記刊行物３に記載された事項も参酌すれば，）

刊行物２発明における回折素子面が正のパワーを有することは当業者にとって明らかな事項で

ある。ここで，刊行物２発明は，球面のレンズに，ベースカーブが非球面である回折素子を形

成したものであるが，非球面のレンズに回折素子を形成しても光学的には等価であることは，

当業者にとっては明らかであり，また，非球面に回折素子を形成することはこの出願の優先権

（ ， （ ） ），主張の日前に周知であって 必要であれば 特開平６－２４２３７３号公報 本訴甲５ 参照

刊行物２発明を刊行物１発明に適用することに 格別の阻害要因も認められないから 刊行物１， ，
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発明の非球面上に回折素子を適用することは，当業者が容易に想到し得たというほかなく，ま

た，刊行物２発明を刊行物１発明に適用すれば，結果として当然，回折素子面が第１屈折レン

ズの屈折力を分担することになるといえる（上記Ｉ.に対応 。）

結局のところ，当業者にとって，刊行物１発明に，刊行物２発明を適用することにより，本

願補正発明とすることに格別の困難性があるとはいえない。

そして，本願補正発明の作用効果も，刊行物１，刊行物２から当業者が予測できる範囲のも

のである。

したがって，本願補正発明は，刊行物１，刊行物２発明に基づいて，当業者が容易に発明を

することができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許出願の際独立して特許

を受けることができないものである 」。

(2) 本願発明について

「本願発明は，本願補正発明から「前記投射レンズ系全体の屈折力の大部分を担当する第１

屈折レンズに隣接する第２屈折レンズの非球面上に，前記第１屈折レンズの屈折力を分担する

機能を有するとともに，前記第２屈折レンズとは色に対する分散特性が相反し，かつ光軸から

の高さに比例して非球面位相量が減少する回折光学素子を形成した」との構成を省いたもので

ある。

そうすると，本願発明の構成要件を全て含み，さらに他の構成要件を付加したものに相当す

る本願補正発明が，刊行物１，刊行物２に基づいて，当業者が容易に発明をすることができた

ものであるから，本願発明も，同様の理由により，刊行物１，刊行物２に基づいて，当業者が

容易に発明をすることができたものである。 …

以上のとおり，本願発明は，刊行物１発明，刊行物２発明に基づいて，当業者が容易に発明

をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができ

ない 」。

第３ 原告の主張の要点

本願補正発明は，刊行物１発明に刊行物２発明を適用することにより，当業者が
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容易に発明することができたものであるとの審決の判断は誤りであるから，取り消

されるべきである。

１ 取消事由（本願補正発明に関する相違点判断の誤り）

(1) 審決は 「刊行物２発明は，球面のレンズにベースカーブが非球面である回，

折素子を形成したものであるが，非球面のレンズに回折光学素子を形成しても光学

的には等価である」と認定したが，この認定は誤りである。

ここにいう非球面のレンズとは，本願補正発明の第２屈折レンズに相当するもの

であるが，以下のとおり，非球面の第２屈折レンズに回折光学素子を形成した構成

と，刊行物２に記載された構成とは光学的に等価とはいえない。

刊行物２発明は，光ディスク装置において，レーザ光によって情報を読出し及び

／又は書込みするために レーザ光を光ディスク上に集光する光学系 光ピックアッ， （

プ）に関するものであり，色収差を除去することを目的とする。刊行物２発明のよ

うに，光学系の屈折率の大部分を担当する対物レンズ上に回折光学素子を形成する

， ， ，と 曲率の大きい対物レンズ上に回折光学素子を形成することになるが その場合

周縁部において回折格子のピッチ製造・加工が困難になり，回折効率が低下し，高

解像度を維持し難くなる。仮に，回折効率の低下を抑制しつつ回折光学素子に屈折

力を分担させるとすると，分担の程度が非常に小さくなるので，光学系全体の屈折

力を高めて焦点距離を短くし，小型化，高輝度化，高解像度を実現することはでき

ない。

他方，本願補正発明は，小型化，高輝度化，高解像度を同時に実現するために回

折光学素子に第１屈折レンズの屈折力を分担させたものであり，回折光学素子を設

けるレンズを特定し，屈折力の大部分を担当する第１屈折レンズに隣接する第２屈

折レンズに回折光学素子を設けたことを特徴とする。本願補正発明では，回折光学

素子を配置するレンズを第１屈折レンズに隣接する第２屈折レンズにすることによ

り，小型化，高輝度化，高解像度を同時に実現することができる。

このように，刊行物２の発明は，色収差除去のみを目的として，対物レンズ（本
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願補正発明の第１屈折レンズに対応）の球面上に，ベースカーブが非球面の回折光

学素子を形成しており，小型化，高輝度化，高解像度を同時に実現することができ

ない構成であるのに対して，本願補正発明は，第１屈折レンズに隣接する第２屈折

レンズに回折光学素子を形成することにより，小型化，高輝度化，高解像度を同時

に実現し得る構成であるから，両者は光学的に全く異なる。

したがって，本願補正発明のように第１屈折レンズに隣接する第２屈折レンズの

非球面上に回折光学素子を形成した場合と，刊行物２発明のように第１屈折レンズ

に相当する対物レンズの球面上にベースカーブが非球面からなる回折光学素子を形

成した場合とが，光学的に等価であるとはいえない。

(2) 審決は，甲５を例示しつつ，非球面に回折光学素子を形成することは，本

願優先日の前に周知であると認定しているが，この認定は誤りである。

甲５記載の発明は，刊行物２発明と同様，レーザ光を光ディスク上に集光するた

めの光学系（光ピックアップ）に関するものであり，レンズの枚数を増やさずに色

収差を補正することを目的とし，対物レンズの非球面上に回折レンズを一体化した

ものである。

本願補正発明のように第１屈折レンズに隣接する第２屈折レンズの非球面上に回

折光学素子を形成したものと，甲５のように第１屈折レンズに相当する対物レンズ

の非球面に回折レンズを形成したものとは，光学的に全く異なる構成であるから，

甲５に基づき 非球面に回折光学素子を形成することが 本願優先日前に周知であっ， ，

たということはできない。

(3) 審決は，刊行物２発明を刊行物１発明に適用すれば，結果として当然，回

折光学素子面が第１屈折レンズの屈折力を分担することになると判断しているが，

この判断は誤りである。

刊行物２発明は，屈折率の大部分を担当する対物レンズに回折光学素子を設けた

ものであるが，曲率の大きい対物レンズに回折光学素子を形成すると，周縁部にお

いて回折格子のピッチ製造・加工が困難となり，高解像度を維持することが困難と
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なって，回折光学素子に対物レンズの屈折力を適切に分担させることができない。

したがって，刊行物２発明を刊行物１発明に適用したとしても，当然に回折光学素

子面が第１屈折レンズの屈折力を分担することになるものではない。

(4) 審決は，刊行物２発明を刊行物１発明に適用することに格別の阻害要因も

認められないから，刊行物１発明の非球面上に回折光学素子を適用することは，当

業者が容易に想到し得たことであると判断しているが，以下の理由から，この判断

は誤りである。

ア 一般に屈折レンズからなるレンズ系において色収差を補正するという課題が

存在するといっても，そのことから直ちに，刊行物１のような投影レンズ系におい

て同様に色収差の補正の課題があるということはできない。かえって，刊行物１発

明は 色収差の補正の必要がない投射レンズ系であり 刊行物１には 三管式カラー， ， 「

投影テレビジョン方式に用いられるような１つの単色陰極線管のごとき対象物を投

影する場合，各陰極線管のバンド幅が限られているので多くの場合色収差を補正す

る必要はない （(2)欄９～１２行 「素子Ｌ４は白黒の陰極線管投影システムに。」 ），

用いられる放射シールドである （(6)欄１３～１４行）と記載され，色収差の補。」

正が不要であることが開示されている。したがって，刊行物１発明を刊行物２発明

に適用することについては，格別の阻害要因がある。

イ 刊行物１発明は投影レンズ系に関する発明であり，刊行物２発明は光ディス

ク装置用の対物レンズに関するものであり，両者は光学的に異なる技術分野に属す

る。

すなわち，第１に，投射レンズ系は，プロジェクションＴＶ等に使用され，最終

的に像を拡大して表示し，人間が直接視認する光を生成するレンズ系であるため，

拡大表示した際に視認に耐え得る高い解像度を求められるのに対し，光ディスク装

置の光学系での高解像度化は，通常は，レーザ光の波長を短くすることによって行

われ，色収差補正を目的に回折光学素子を配置する場合に，高解像度の維持まで考

慮することはない。第２に，投射レンズ系は，高い解像度に加えて，人間に視認さ
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れる明るさも求められるが，光ディスク装置のレンズ系では，筐体内部において光

ディスクからの情報の読取りに用いられるものであり，人間に視認させる光を生成

することを目的とするものではないため，投射レンズ系のような明るさは要求され

ない。

このように，刊行物１発明と刊行物２発明とでは，光学系とはいえ，光学的に要

求される質が異なり，光学的には異なる技術分野といえるので，刊行物２発明を刊

行物１発明に適用する動機付けが存在することが明らかであるとはいえない。

ウ 仮に，刊行物２記載の回折光学素子を刊行物１発明に適用したとしても，色

収差を発生する程度が大きい曲率の高いレンズ，すなわち屈折率の高いレンズ上に

， ，回折光学素子を設けた方が 色収差を効率的に補正することができるのであるから

刊行物２発明の回折光学素子を刊行物１発明の屈折レンズ系に適用する際には，色

収差を効率的に補正するために，刊行物１の素子Ｌ２（第１屈折レンズ）上に回折

光学素子を設けようとするのが自然である（甲９ 。）

他方，本願補正発明は，色収差を除去し，かつ高解像度及び高輝度を得るととも

に，回折光学素子に屈折力を分担させて焦点距離を短くするために，回折光学素子

を曲率の大きい第１屈折レンズではなく，第１屈折レンズに近い，すなわち隣接す

る第２屈折レンズに設けたものであり，このように色収差除去，高解像度，高輝度

を同時に実現する課題は，光ディスク装置の光学系において色収差除去を目的に回

折光学素子を設ける場合には認識されていない。これらの３つの要求を同時に実現

するためには，どのレンズに回折光学素子を設けるかが重要な事項であり，当業者

が刊行物１，２に基づき，本願補正発明のような構成を適宜選択し得たとはいえな

い。

(5) 審決は，本願補正発明の作用効果は，刊行物１，２から当業者が予測でき

る範囲のものであると判断しているが，この判断は誤りである。

本願補正発明は，回折光学素子に第１屈折レンズの屈折力を分担させて焦点距離

を短くするという技術的思想のもとに，回折光学素子を第２屈折レンズに設けるこ
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とにより，回折光学素子が第１屈折レンズの屈折力を分担して投射レンズ系全体の

屈折力を高め，小型化及び高輝度化を実現するとともに，高解像度を実現したもの

であり，刊行物１，２からは予測困難な顕著な作用効果を奏する。

また 本願補正発明では 屈折力の大部分を担当する第１屈折レンズではなく第１， ，

屈折レンズに隣接する第２屈折レンズの非球面に回折光学素子を形成するため，

第２屈折レンズの曲率を第１屈折レンズほど大きくする必要がなく，回折光学素子

の形成が容易である。このように，回折光学素子の製造の観点からも，本願補正発

明は刊行物１，２からは予期し得ない顕著な効果を有している。

したがって，本願補正発明の作用効果は，刊行物１，２から当業者が予測できる

範囲のものではない。

(6) 以上のとおり，本願補正発明は，刊行物１，２に基づいて，当業者が容易

に発明をすることができたものとはいえないのであるから，特許法２９条２項の規

定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとして，本

件補正を却下されるべきものとした審決の判断は誤りである。

２ 結論

本願補正発明の進歩性についての審決の判断は誤りであるから，審決は取り消さ

れるべきである。

第４ 被告の主張の要点

原告の主張にはいずれも理由がなく，審決に違法な点はない。

１ 取消事由（本願補正発明に関する相違点判断の誤り）に対して

(1) 刊行物２記載の回折光学素子は，屈折力を分担する機能を有する。

審決は，刊行物２発明における回折光学素子面が正のパワーを有することは当業

者にとって明らかな事項であると説示しているが，この説示のとおり，色収差の補

正上，回折光学素子は，適用される屈折レンズと同じ符号の屈折力を有する（屈折

レンズの屈折力が正なら回折光学素子の屈折力も正）ものであるから，刊行物２記
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載の回折光学素子は正の屈折力を有し，それが適用されるレンズ系全体の屈折力の

一部を担うものである（乙１ないし５ 。）

(2) 刊行物２記載の回折光学素子を刊行物１記載の屈折レンズ系に適用するこ

とは，当業者が容易に想到し得たことである。

屈折レンズからなるレンズ系において，色収差を補正するという課題が存在する

ことは明白であり，刊行物１発明に係るレンズ系にもそのような課題が内在するこ

とは当業者には明らかであって，色収差補正機能を有する回折光学素子を刊行物１

発明に適用する動機付けが存在する。そして，刊行物２記載の屈折力を分担する機

能を有する回折光学素子を適用することにより，刊行物１発明の投射レンズ系の屈

折力は回折光学素子によって分担されることとなる。

刊行物２記載の回折光学素子を刊行物１記載の屈折レンズ系（レンズ全体の光学

的パワーのほぼ全部を提供する素子Ｌ２と，素子Ｌ２に隣接する非球面を有し非常

に弱い光学的パワーの素子Ｌ１などからなるレンズ系）に適用する際に，屈折レン

ズ系のどのレンズに回折光学素子を設けるかは，回折光学素子が形成される屈折レ

ンズの成形加工上の特性，光学特性等を考慮して，当業者が適宜選択し得るもので

ある。本願優先日の時点において，回折光学素子を平面に近い曲率を有するレンズ

に形成することが成形加工上好ましいことは周知の事項であるから（乙６，７ ，）

本願補正発明のように，回折光学素子を屈折力の大部分を担当する第１屈折レンズ

に隣接する第２屈折レンズの非球面上に設けることは，当業者が普通に想起し得る

ものである。

(3) 原告は，本願補正発明は，高解像度の実現と同時に，回折光学素子に第１

屈折レンズの屈折力を分担させて焦点距離を短くするという技術的思想に基づくも

のであると主張する。

しかしながら，屈折レンズが正の屈折力を有するとき，適用する回折光学素子も

また同じ正の屈折力を有するものであるから，回折光学素子を適用した場合，その

有する正の屈折力の分，レンズ系全体の焦点距離を短くできることは自明である。



- 12 -

そして，焦点距離を短くできる分，実際にレンズ系全体の焦点距離を短くするかど

うかは，必要に応じて当業者が適宜選択できる設計事項にすぎない。

２ 結論

以上のとおり，本願補正発明は，刊行物１及び２発明に基づいて，当業者が容易

に発明をすることができたものであるから，審決に誤りはない。

第５ 当裁判所の判断

１ 取消事由（本願補正発明に関する相違点判断の誤り）について

(1) 原告は，本願補正発明は，曲率の大きい対物レンズの面に回折光学素子を

形成すると，周縁部において回折格子のピッチ製造・加工が困難になり，回折効率

が低下する一方，回折効率の低下を抑制しようとすると，回折光学素子の分担でき

る屈折率は小さくなるという問題があることから，小型化，高輝度化，高解像度を

同時に実現するため，屈折力の大部分を担当する第１屈折レンズに隣接する第２屈

折レンズに回折光学素子を設けたことを特徴とするものであると主張する。

ア そこで，まず，本願補正発明の属する技術分野，従来の技術，発明の課題，

発明の効果などについて検討する。

(ｱ) 本願明細書（甲８）によれば，本願補正発明の属する技術分野は 「投射装，

置の投射レンズ系に関するもので，特にコンパクトであっても色収差を除去でき，

かつ高性能な投射レンズ系に関する （段落【０００１ ）ものであり，このよう。」 】

な「投射レンズ系…は高解像度の高性能とするために球面収差，非点収差，歪曲だ

けでなく色収差をも除去した性能が要求される （段落【０００３ ）ところ，こ。」 】

， ，のような色収差の除去及びその他の収差を除去するために 従来の投射レンズ系は

複合レンズと多くの枚数のレンズとで構成されていたが，多数のレンズを備えてい

るため 小型化が困難であるとともに コストの上昇をもたらすという問題点があっ， ，

たこと（段落【０００７ ）が認められる。】

(ｲ) また，本願明細書（甲８）によれば，本願の発明の目的は 「色収差を除去，
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し，かつ小さなＦナンバーとなるように設計して，高解像度を得ると同時に高輝度

を実現できる投射レンズ系を提供すること （段落【０００８ ）であり，発明の効」 】

果は 「本発明による投射レンズ系は回折光学素子を採用して色収差及び球面収差，

を除去したので，ＣＲＴ表示の分解能が向上し，高解像度を実現できる構成とする

ことができる。これによって，本発明による投射レンズ系は収差除去用の別のフリ

ント系列のレンズを追加で使用しなくても高解像度を実現することができるので製

造費用を節減させることができる。また，本発明の投射レンズ系は回折光学素子に

屈折力を分担させることで光学性能の確保が有利で全体的な焦点距離を減らして後

面投射装置の小型化及び高輝度の実現が可能になる （段落【００５０ ）という。」 】

ものであると認められる。

(ｳ) 本願明細書の図３には，３枚のレンズからなる投射レンズ系が実施例とし

て図示されている。同図のレンズについて，本願明細書には 「図３に示された投，

射レンズ系は３枚のレンズからなり，第１レンズ(30)は，光線の光軸からの高さの

変化によって発生する収差を除去する回折光学面を含む。この第１レンズに続く

第２レンズ(32)は，第１レンズ(30)を通過した光を屈折させる。第３レンズ(34)は

第２レンズ(32)を通過した光の像面湾曲及び軸外収差を除去するためのものであ

る。第１レンズ(30)の前面（S1）は非球面に形成されており，後面（S2）は負の分

散特性を有し，かつ回折光学素子(30A）を形成させた面として，光学系の球面収差

を除去するように構成させている。第１レンズ(30)の回折光学素子を形成させた面

（S2）は，同一の分散特性を有する他のレンズに比べて軸上色収差を除去するのに

極めて効果的である。また，回折光学面（S2）はプラスチックのモールドによって

製造が可能なので量産性を向上させることができて製造原価が安いという利点があ

る （段落【００１２ ）との説明がされている。。」 】

， ， ，イ 上記アによれば 本願補正発明は 高解像度及び高性能の投射レンズ系には

球面収差，非点収差，歪曲だけでなく，色収差をも除去した性能が要求されること

を前提とし，小型化が困難で製造コストが高いという従前の技術の問題を克服する
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ため，回折光学素子を採用することにより，色収差及び球面収差を除去するととも

に，回折光学素子に屈折力を分担させ，高解像度，高輝度を確保しつつ，製造費用

の節減，装置の小型化の実現を可能にしたものと認められる。

これに対し，原告は，曲率の大きい対物レンズの面に回折光学素子を形成する場

合の問題点を指摘し，本件補正発明の特徴は，小型化，高輝度化，高解像度を同時

に実現するために，屈折力の大部分を担当する第１屈折レンズに隣接する第２屈折

レンズに回折光学素子を設けたことにあると主張する。

確かに，本願補正発明の投射レンズ系は，回折光学素子を第２屈折レンズ上に設

けたものではあるが，本願明細書には，回折光学素子を第１屈折レンズに設ける場

合の問題点や，同素子を第２屈折レンズに設けたことの技術的な意義についての記

載はなく，投射系レンズの小型化，高輝度化，高解像度の実現についても，回折光

学素子を採用し，色収差及び球面収差を除去するとともに，回折光学素子に屈折力

を分担させることにより可能となると記載されているにすぎない。

したがって，本願補正発明の特徴が回折光学素子を第２屈折レンズに設けた点に

あるとの原告の主張は，本願明細書の記載に沿うものとは言い難く，かえって，本

願明細書によると，本願補正発明の意義は，投射レンズ系に回折光学素子を採用し

た点にあると認められる。

(2) 本願補正発明と刊行物１発明との一致点については，当事者間に争いがな

い。また，本件補正発明と刊行物１発明とを比較すれば，審決の認定したとおり，

両発明の相違点は，

「本願補正発明が，第２屈折レンズの非球面上に，

Ｉ．第１屈折レンズの屈折力を分担する機能を有するとともに，

II．第２屈折レンズとは色に対する分散特性が相反し，

III．かつ光軸からの高さに比例して非球面位相量が減少する

回折光学素子を形成したのに対し，刊行物１発明の第２屈折レンズの非球面上には，回折光学

素子が形成されていない点 」。
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であると認められる。

(3) 以上を前提にして，原告の主張について，検討する。

ア 原告は 「刊行物２発明は，球面のレンズにベースカーブが非球面である回，

折素子を形成したものであるが，非球面のレンズに回折光学素子を形成しても光学

的には等価である」との審決の認定は誤りであると主張する。

原告は，その理由として，本願補正発明と刊行物２発明との技術課題や作用効果

の差異や，曲率の大きい対物レンズ上に回折光学素子を形成する困難性などを挙げ

るが，審決が認定しているのは 「球面のレンズに，ベースカーブが非球面である，

回折光学素子を形成したもの」と「非球面のレンズに回折素子を形成し」たものが

光学的に等価かどうかという点であり，原告の主張する事情は，審決の認定を左右

するものではない。審決は，球面のレンズ上にベースカーブが非球面である回折光

学素子を設置することと，非球面のレンズに回折光学素子を設置することで，光学

的な特性に違いはないという当然の事理を説示しているにすぎないのであって，そ

の認定に誤りがあるということはできない。

イ 原告は，非球面に回折光学素子を形成することが，本願優先日の前に周知で

あったとの審決の認定判断は誤りであると主張する。

しかしながら 本願優先日前に頒布された甲５ 特開平６－２４２３７３ に 非， （ ） 「

球面に回折格子を形成すること が記載されていることは 原告も争わず 原告第２」 ， （

回準備書面２頁２０～２１行 ，例えば，甲５の図２(a)に，屈折レンズとしての非）

球面に回折レンズ面として作用する輪体が形成した不連続面が図示されていること

からも，明らかである。

原告は，甲５記載の発明と本願補正発明の違いなどを縷々主張して，審決の上記

認定は誤りであると主張するが，原告が主張する事情は審決の上記認定を左右する

ものではない。

ウ 原告は 「刊行物２発明を刊行物１発明に適用すれば，結果として当然，回，

折素子面が第１屈折レンズの屈折力を分担することになる」との審決の認定判断は
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誤りであると主張する。

しかしながら，例えば，乙１に「回折レンズは，屈折レンズとは逆の分散特性を

示すという性質がある。このため，正のパワーの回折レンズ（正のパワーの回折作

用を有する回折レンズ）によって，正の屈折レンズで生じる軸上色収差を補正する

ことができる。リレー式実像ファインダーの軸上色収差を補正するために，リレー

レンズ系に正のパワーの回折レンズを配置すれば，負レンズを必要としない上にリ

レーレンズ系の正の屈折レンズのパワーを弱くすることができ，レンズ枚数を増や

したり高屈折率の硝材を使用しなくても良好な性能を得ることができる （段落。」

【００１１ ）と記載され，乙２に「屈折光学素子と回折光学素子とを組み合わせ】

， ，て色収差を補正する場合には 回折光学素子が非常に大きな負の分散値を持つので

屈折光学素子と回折光学素子のパワーの符号は同じでよい。したがって，１枚の屈

折光学素子の面に回折光学面を形成することで，色収差を補正することが可能とな

る。また，このため，屈折光学素子のパワーを合成パワーよりも小さくすることが

でき，収差補正上非常に有利となる （段落【００５８ ）と記載されているとお。」 】

り，回折光学素子を用いて色収差を補正する場合に，正のパワーを持つ回折光学素

子を用いて正のパワーを持つ屈折レンズの色収差補正が可能であることや，その場

合に，正のパワーの回折光学素子により，光学系の屈折パワーを分担することがで

きるので，屈折レンズの正のパワーを小さなものとすることができることは，本願

優先日時において周知の技術事項であったものと認められる。

以上によれば，刊行物１発明に刊行物２記載の回折光学素子を適用すれば，その

結果として当然に，回折光学素子面が第１屈折レンズの屈折力を分担することにな

るということができる。原告は，曲率の大きな曲面に回折光学素子を正確に形成す

ることの困難性などを主張するが，これらの事情は上記認定判断を左右するもので

はない。

エ 原告は，刊行物２発明を刊行物１発明に適用することについては，格別の阻

害要因があるので，刊行物１発明の非球面上に刊行物２記載の回折光学素子を適用
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することは，当業者が容易に想到し得ることではないと主張する。

(ｱ) 原告は，刊行物１に「三管式カラー投影テレビジョン方式に用いられるよ

うな１つの単色陰極線管のごとき対象物を投影する場合，各陰極線管のバンド幅が

限られているので多くの場合色収差を補正する必要はない （(2)欄９～１２行）。」

と記載されているとおり，刊行物１発明には色収差を補正するという課題は存在し

ないのであるから，刊行物２発明を刊行物１発明に適用するには格別の阻害要因が

あると主張する。

確かに 刊行物１ 昭和５４年９月８日出願 優先権主張：１９７８年 昭和５３， （ 。 （

年）９月５日，同月８日，米国）には，上記記載が存在するが，他方 「プロジェ，

クター用投影レンズ に関する乙９ 特開平１－２６６５０４号公報 昭和６３年４」 （ 。

月１９日出願）には 「テレビプロジェクターは陰極線管の画面を投影レンズでス，

クリーン上に拡大投影するものであるが，近年業務用のみならず，家庭用としても

需要が見込まれるようになってきた。…より高画質への要望も強くなり，さらに赤

（Ｒ ，緑（Ｇ ，青（Ｂ）の３つの陰極線管を用い，それぞれの画像を別々の投影） ）

レンズで投影することから，単色収差の補正のみでよいとされていたプロジェク

ターレンズも色収差補正の必要性が生じて来た （１頁右欄２～１５行目）。」

と記載されている。

また，同じく「プロジェクター用投影レンズ」に関する乙８（特開平４

－２１４５１５号公報。平成２年１１月３０日出願）には 「プロジェクターは，，

Blue, Green, Red の３色の投射管のそれぞれの前方に投影レンズを配し，投射管上

の像を投影レンズによりその前方に配置したスクリーンに投射して３色の像を合成

するものである。従来，これらの投影レンズとしては，ガラスレンズあるいはプラ

スチックレンズが使用されている。これらの投影レンズにおいては，投射管の蛍光

体の発光スペクトルの幅が狭く，単色光に近いので，色収差の補正を積極的に行う

必要がなかった。しかし，近年，投影レンズに対し高画質化の要望が強くなり，特

に大画面用投影レンズや高品位用としての高解像力の投影レンズに対して色収差補
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。」（ ）正を十分に行われたレンズが必要となってきた １頁右欄６行～２頁左上欄２行

と記載されている。

そして，本願明細書（平成１２年７月２７日出願。優先権主張：平成１１年７

月３１日，同年１１月１７日，韓国）の【従来の技術】欄にも 「投射レンズ系(4)，

は高解像度の高性能とするために球面収差，非点収差，歪曲だけではなく色収差を

も除去した性能が要求される。もちろん完全には除去できないにしてもできる限り

除去できることが望ましい （段落【０００３ ）と記載されている。。」 】

以上の記載によれば，刊行物１発明の出願時点では，１つの単色陰極線管を対象

物として投影する場合には，各陰極線管のバンド幅が限られているので，色収差を

補正する必要がないと認識されていたとしても，投射レンズ系への技術的要求水準

， ， ，の向上に伴い 色収差を補正する必要性が生じるようになり 本願優先日時点では

投射レンズ系に球面収差，非点収差，歪曲だけでなく色収差をも除去した性能が要

求されるようになっており，そのことは，当業者にとって周知の技術課題となって

いたものと認められる。

そうすると，刊行物１の上記記載があることは，刊行物１発明に刊行物２記載の

回折光学素子を適用することを妨げるべき格別の事情であるということはできず，

かえって，本願優先日当時，投射レンズ系に色収差をも除去した性能が要求される

ことは，刊行物１に接した当業者にとって周知の技術課題であったものと認められ

る。前記判示のとおり，色収差を補正するために非球面に回折光学素子を形成する

ことも周知の技術事項であったのであるから，当業者であれば，色収差を除去する

ため，刊行物１発明に刊行物２発明の回折光学素子を適用することは，容易に想到

し得たことというべきである。

(ｲ) 原告は，刊行物１発明は投影レンズ系に関する発明であり，刊行物２発明

は光ディスク装置用の対物レンズに関するものであるから，両者は光学的に異なる

技術分野に属し，刊行物２発明を刊行物１発明に適用する動機付けが存在するとは

いえないと主張する。
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しかしながら，刊行物１発明と刊行物２発明とは，いずれも屈折レンズを用いた

光学系である点で共通しているところ，審決が刊行物２から抽出した技術事項は，

色収差の補正のために，レンズ面に光軸を中心とする同心円状の輪帯面を階段状に

形成して回折作用を持たせること（審決書６頁２５～２７行）であり，このような

技術は，刊行物２に望遠レンズへの適用例が記載されていることや，甲４に顕微鏡

等の対物レンズへの適用例が記載されていることからみて 乙１ないし６にも ファ（ ，

インダー光学系や接眼レンズ，ズームレンズの色収差補正に回折光学素子を用いた

例が記載されている ，屈折レンズを用いた光学系一般に適用可能であると認めら。）

れる。

したがって，刊行物１発明は投影レンズ系に関する発明であり，刊行物２発明は

光ディスク装置用の対物レンズに関するものであることは，刊行物２発明の回折光

学素子を刊行物１発明に適用することを妨げる事情とはならないというべきであ

る。

(ｳ) 原告は，甲９の記載を根拠に，刊行物２発明の回折光学素子を刊行物１発

明の屈折レンズ系に適用する際には，色収差を効率的に補正するために，素子Ｌ２

（第１屈折レンズ）上に回折光学素子を設けようとするのが通常であるが，本願補

正発明は，色収差除去ばかりではなく，高解像度及び高輝度を得るために，回折光

学素子を設けるレンズを選択し，曲率の大きい第１屈折レンズではなく，第２屈折

レンズに設けたことに特徴があり，その構成は当業者が適宜選択し得るものではな

いと主張する。

(a) しかしながら，前記判示のとおり，本願明細書には，その作用として 「本，

発明による投射レンズ系は，回折光学素子を採用して色収差及び球面収差を除去す

ることで…，高解像度を実現することができる。本発明は…製造費用を節減させる

ことができる。また，本発明の投射レンズ系は，回折光学素子に屈折力を分担させ

ることで光学性能を確保することができ，全体的に焦点距離を減らして後面投射装

置の小型化及び高輝度の実現が可能になる （段落【００１１ ）と記載されてい。」 】
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るにすぎず，回折光学素子を第１屈折レンズに設けることの問題点や，第２屈折レ

ンズに設けることの技術的な意義については，何ら記載されていない。本願明細書

の記載によれば，本願補正発明の特徴は，色収差を除去するために回折光学素子を

採用した点にあるというべきであり，回折光学素子を第２屈折レンズに設けた点に

， 。格段の進歩性がある旨の原告主張は 本願明細書の記載に基づくものとはいえない

(b) 仮に，原告の主張するとおり，本願補正発明は，曲率の大きい対物レンズ

の面に回折光学素子を形成すると，周縁部において回折格子のピッチ製造・加工が

困難になり，回折効率が低下するとの点を考慮して，回折光学素子を第２屈折レン

ズ上に設けたものであるとしても 乙６ 特開平１０－１０４５３３号公報 乙７， （ ），

（特開平１０－１７０７１１号公報）によれば，本願優先日当時において，回折光

学素子を平面に近い曲率を有するレンズに形成することが成形加工上好ましいこと

は，周知の技術事項であったものと認められる。

すなわち，乙６には「回折光学面を有するレンズ(第１，第２の実施の形態では

第１レンズＧ１)をプラスチックモールド成形や射出成形で製造する場合，屈折光

学面のパワーを小さくすることが望ましい。屈折光学面のパワーが小さければ，屈

折光学面の曲率半径が大きくなるため，その屈折光学面を形成するための金型にお

いて，その屈折光学面上に形成される回折格子形状に対するプラスチック樹脂の入

り込みが良好になる。したがって，回折格子形状の完成度が増すため，回折効率が

理論値付近まで向上し，像に対するフレアが軽減されることになる （段落。」

【００４５ ）と記載され，回折光学面を有するレンズは，製造上は曲率の小さい】

レンズに形成することが望ましいことが開示されている。

また，乙７には 「パッケージを基材として，その表面上に回折面が形成されて，

いる訳であるが，このときパッケージの表面形状は平面あるいは凸面がよい。凸面

， 。 ，の場合 その面は球面でも非球面でもよい 投光レンズ全系の収差補正を考えると

平面ではない方が有利であるが，製造を考慮すると曲面上に回折面を構成すること

， 。」（ 【 】）は困難が伴うので 望ましくはパッケージ表面は平面がよい 段落 ００２９
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と記載されている。

このように，回折光学素子を平面に近い曲率を有するレンズに形成することが成

， ， ，形加工上好ましいことは 本願優先日当時 当業者には周知であったのであるから

刊行物２発明の回折光学素子を刊行物１発明の屈折レンズ系に適用する際に，当業

者であれば，刊行物１発明の素子Ｌ２（第１屈折レンズ）上に回折光学素子を設け

るのが当然であるということはできない。むしろ，回折光学素子をいずれの屈折レ

ンズに設置するかは設計事項であり，当業者であれば，当該屈折レンズの曲率の大

きさ等に基づき，色収差の補正の程度や製造上の問題点などの諸要因を勘案して，

回折光学素子を設置する屈折レンズを適宜選択したと考えるのが合理的である。

したがって，回折光学素子を，屈折力の大部分を担当する第１屈折レンズ上にで

はなく，これに隣接する第２屈折レンズの非球面上に形成することは，当業者が適

宜なし得る設計事項にすぎないというべきである。

(c) 原告は，刊行物２には，対物レンズの屈折力を回折光学素子に分担させる

ことにより光学系全体での屈折力を高め，焦点距離を短くして小型化及び高輝度化

を図るという本願補正発明の課題が記載されていないと主張する。

しかしながら，球面のレンズ上にベースカーブが非球面である回折光学素子を設

置することと，非球面のレンズに回折光学素子を設置することとは，光学的に等価

であり，かつ，刊行物２発明を刊行物１発明に適用すれば，結果として当然に，回

折光学素子面が屈折レンズ全体の屈折力を分担することになることは，前記判示の

とおりである。また，光学系の屈折パワーが大きくなれば，焦点距離が短くなるの

であるから，刊行物１発明に正の屈折パワーを持つ回折光学素子を適用すれば，焦

点距離を短くできることは，当業者に自明の事項ということができる。

そうすると，刊行物２に原告主張の課題が記載されていないことは，刊行物２記

載の回折光学素子を刊行物１発明に適用することを妨げる事情とはならないという

べきである。

(ｴ) 以上によれば，刊行物２発明を刊行物１発明に適用することに格別の阻害
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要因も認められないから，刊行物１発明の非球面上に刊行物２記載の回折光学素子

を適用することが容易に想到し得たことであるとの上記判断を左右する事由は認め

られない。

オ 原告は，本願補正発明の作用効果は，刊行物１，２から当業者が予測できる

範囲のものであるとの審決の判断は誤りであると主張する。

しかしながら，本願補正発明の効果は，本願明細書に記載されたとおり 「本発，

明による投射レンズ系は回折光学素子を採用して色収差及び球面収差を除去したの

で，…高解像度を実現できる構成とすることができる。これによって，…製造費用

を節減させることができる。また，本発明の投射レンズ系は回折光学素子に屈折力

を分担させることで光学性能の確保が有利で全体的な焦点距離を減らして後面投射

装置の小型化及び高輝度の実現が可能になる （段落【００５０ ）というもので。」 】

あると認められるところ，ここで記載された効果は，刊行物１発明に刊行物２記載

の回折光学素子を適用することにより，当然予測される範囲内のものである。

原告は，本願補正発明は，回折光学素子を第１屈折レンズではなく，第１屈折レ

ンズに隣接する第２屈折レンズに設けることによって，球面収差，色収差等を効果

的に除去して高解像度を同時に実現するという作用効果を奏すると主張する。原告

の主張するかかる作用効果は，刊行物１，２及び前記判示のとおりの周知技術に基

づいて容易に予測し得る範囲内にすぎず，予期し得ない格段の作用効果であるとい

うことはできない。

２ 結論

以上によれば，本願補正発明は，刊行物１，２発明に基づき，当業者が容易に想

到し得たものであるとした審決の判断に誤りはなく，原告の主張する審決取消事由

は理由がないので，原告の請求は棄却されるべきである。

知的財産高等裁判所第４部
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